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第７次行政改革大綱 実行計画
令和４年３月

（１）持続可能な財政基盤の構築

行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

① 中期財政計画等の活用

●中期財政計画を毎年度策定し、予算編成や行

財政運営の指針として活用することにより、町

の主要な施策の推進と健全な財政運営を行いま

す。

また、資産や負債を適切に把握するため、地

方公会計制度の財務諸表を継続して作成し、住

民に対するわかりやすい情報の提供（見える化）

に努めます。

○中期財政計画の活用

・実施計画を参考に向こう５年間の投資的事業を見通し、財源として

の地方債残高や基金残高の推計をも行った中期財政計画を作成しま

す。予算編成や行財政運営の一つの指針として中期財政計画を活用

し、主要な施策推進の検討資料とします。

○新地方公会計制度の活用

・地方公会計整備については、町の資産や負債を適切に把握するため

継続して作成し、財務書類から得られる情報を指標により経年比較や

他市町村と比較するなど、わかりやすい「見える化」に努めます。ま

た、公共施設等総合管理計画との連携により、今後の施設更新の検討

につなげます。

企画財政課

② 歳入確保の推進

●京都地方税機構との連携を強化し、町税収入

の確保を図ります。また、「債権管理事務手引き」

を活用し、進捗管理に努めるとともに、収納事

務の効率化と正確性を図ることにより収納率の

向上に努めます。

○収納率向上対策の強化

・収納率の向上を図るため、コンビニ収納やペイジー口座振替受付サ

ービスの周知を図るとともに、納税者の利便性を図るため、キャッシ

ュレス決済など新たな納税環境の整備を進めます。

・適正な債権管理を行うため、督促や催告に対して強化を図るととも

に、プロジェクトチームによる実行管理を引き続き行います。

・町税や国民健康保険税は、法律に基づき適正な課税を行うとともに、

引き続き、京都地方税機構と連携し、税機構で行う滞納処分など適切

な事務処理による収納率の向上に努めます。

・介護保険料・後期高齢者医療保険料・こども園使用料・こども園給

食費・放課後児童健全育成事業利用料については、今後も適正な納付

を促すとともに、滞納者に対しては、定期的・効果的な臨戸訪問、督

促状・催告状の通知を行い、収納率の向上に努めます。

〔プロジェクトチームによる検討〕

毎年度：２回

[町税収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：100％

[国保税収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：100％

[介護保険料収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：20％

[後期高齢者医療保険料収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：35％

[こども園使用料収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：25％

税務課

国保健康課

福祉課

子育て支援課

学校教育課

生涯学習応援課

策定

適切な活用

凡例 実行

検討

キャッシュレス決

済の検討

実行

実行

周知

実施

督促・催告の強化、

実行管理
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

[放課後児童健全育成事業利用

料収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：100％

[こども園給食費収納率]

令和７年度：100％

[滞納繰越分]

令和７年度：100％

●新市街地整備の推進により新たな土地利用を

促進し、企業誘致や企業における事業拡大など

産業の活性化を図ることで、将来的な税源確保

に取り組みます。

○税源確保に向けた検討

・新たな土地利用における進捗状況を把握した上で、税源の確保に向

けた幅広い検討を行います。

○新市街地整備における新たな土地利用による産業活性化の推進

・産業立地促進ゾーンの土地利用を図るため、土地区画整理事業によ

る面整備を進め、企業誘致に取り組みます。また、併せて令和５年度

の市街化編入に向けて関係機関との協議を進めます。

令和３年度：土地区画整理事業に向けた土地利用計画案の策定

令和４年度：土地区画整理事業準備組合の設立、土地利用計画・事

業計画の決定、関係機関協議、企業誘致検討

令和５年度：土地区画整理事業本組合の設立、仮換地指定、関係機

関協議、企業誘致協議、造成工事着手

令和６年度：造成工事等の実施、関係機関協議

令和７年度：誘致企業の建設

企画財政課

新市街地整備課

産業・環境政策課

●町の重点プロジェクトである全世代・全員活

躍まちづくりセンターや子どもたちの健やかな

成長への応援などの施策を推進するため、ふる

さと納税や企業版ふるさと納税による財源確保

に努めます。

○ふるさと納税や企業版ふるさと納税の推進

＜新規＞

・寄附金の使途を具体的に示すなど、プロジェクトの推進やまちの発

展に寄与したいと思えるようなＰＲを実施します。また、魅力ある返

礼品の提供に努めるため、町内企業における返礼品提供事業者の新規

開拓を行うともに、事業者との新商品開発に向けた取組を検討しま

す。

[ふるさと納税]

毎年度、令和２年度決算額の

５％増

総務課

③ 事務事業の整理合理化

●住民のニーズに的確に対応するため、総合計

画に掲げるまちづくりの目標を達成するべき施

策について、行政評価を重点的に実施します。

また、施策評価の活用により評価結果を公表す

るとともに、事務事業の必要性の検証を行い、

改善・効率化に努めます。

○行政評価の継続実施

・事務事業評価については、政策的事業、公共施設及びインフラ施設

整備・維持管理事業を対象に毎年実施し、成果目的の達成度合いや事

務事業の改善について評価・点検します。

・施策評価についても毎年実施し、総合計画の進行管理を行うととも

に、事務事業の優先順位を検討し、既存の事務事業を見直しながら職

員自らが改善・改革を考えるような仕組みにより進めます。また、評

価結果をホームページにより「見える化」します。

企画財政課

行政評価の実施

（事務事業評価・施策評価）

税源確保の検討

納税につながる魅力あるＰＲの実施

土地利用計画案の策定

準備組合設立、土地利用計画・事業計画の決定

本組合設立、仮換地指定、企業誘致協議

造成工事

建設工事

返礼品提供事業者の新規開拓

新商品開発に向けた検討
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

④ 経常経費の節減

●物件費、維持補修費、時間外勤務手当等の経

常的経費について、不断の節減を継続します。

また、地球温暖化の防止と環境負荷の低減を図

り、限られた資源の有効活用を行うため、「新

久御山セービングプラン」を策定し、「ＫＥＳ

（環境マネジメントシステム）」の取組を併行

して推進します。

○「久御山クールドミノ戦略（地球温暖化対策実行計画）」及び「ＫＥ

Ｓ（環境マネジメントシステム）」の推進

・「久御山クールドミノ戦略（地球温暖化対策実行計画）」第５期計画

（令和４年度～８年度）やＫＥＳを推進する中で、温室効果ガス削減

や省エネ対策の取組体制の整備を行うとともに、ＫＥＳと併せて環境

対策の重要施策として、取組状況の把握及び点検等を行い継続的に実

施します。

・推進するに当たっては、クールビズやウォームビズによる冷暖房温

度の適正化、ペーパーレス化などの省エネ対策に努めるとともに、経

常的経費の節減に向けて取り組みます。

産業・環境政策課

企画財政課

●各公共施設におけるＬＥＤ化を引き続き進

めるとともに、全世代・全員活躍まちづくりセ

ンターの整備において、自然エネルギーの有効

活用や効率的利用など環境への配慮を行うこ

とにより、施設における経費の節減に努めま

す。

○公共施設等のＬＥＤ化や自然エネルギー活用の推進

・公共施設や交通安全灯におけるＬＥＤ化については、今後とも計画

的な長寿命化や改修工事等と併せて実施します。

・全世代・全員活躍まちづくりセンターの整備については、自然エネ

ルギーの活用に向けて、環境への配慮を見据えた上で検討し進めま

す。

関係課

企画財政課

⑤ アウトソーシング（民間委託等）の推進

●行政サービスの維持・向上等に留意しつつ、

効率的・効果的な運用を図る上でも、民間委託

や指定管理者制度の活用などによるアウトソ

ーシングを推進します。

○一般ごみ収集業務の民間委託の推進

・一般ごみの収集運搬業務については、将来の職員体制を考慮した上

で、適正な収集業務の維持や住民サービスの向上を視野に入れ、推進

します。

○学校給食・こども園給食の民間委託の推進

・アウトソーシング実施計画に基づき、学校給食については、令和３

年度から御牧小学校、令和６年度をめどに東角小学校で民間委託を実

施し、より効率的な業務として進めます。

・学校給食の委託業務の状況を適宜確認する中で、こども園について

委託の調査・検討を進めます。

○指定管理者制度の適切な運用

・各種施設においては、指定管理者制度の活用により効率的な管理運

営を引き続き実施します。

・制度の適切な運用と事業者（指定管理者）のより良い管理運営のた

め、業務遂行状況の確認などモニタリング実施に係る指針を作成しま

す。

○プロポーザル方式による事務手続の構築・運用

・随意契約の手法の一つである複数の事業者からの企画提案を審査し

候補者として選定するプロポーザル方式について、全庁的な運用につ

いて整理する要領を作成し、要領に基づいて実施します。

関係課

住民課

学校教育課

企画財政課

クールドミノ戦略・ＫＥＳの推進

公共施設等のＬＥＤ化の推進

指定管理者制度の活用

民間委託の推進

民間委託の実施

こども園給食の委託調査・検討

モニタリング指針作成

運用要領作成 運用要領に基づき実施

自然エネルギーの

活用検討

建設・開館
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

⑥ 公営企業等の健全な事業運営の継続

●公営企業会計及び特別会計は、計画的な経営

を着実に進めるとともに、料金・使用料などを

適正に見直し、採算性と独立性のバランスをと

りながら、健全な事業運営に取り組みます。

○公営企業の適正な運営の継続実施

・公営企業会計については、中長期的な経営の基本計画である経営戦

略をもとに健全経営を継続するとともに、引き続き、経営状況の検証

を実施し、経営戦略の見直しについても検討します。

○収納率向上対策の強化

・収納率の向上を図るため、引き続き、停水執行の徹底と徴収事務の

強化に努めます。

○使用者周知の強化

・上下水道の役割や経営状況等について、使用者の理解の向上を図る

ため、多様な情報発信ツールを活用し、周知の強化に努めます。

[上下水道収納率]

令和７年度：100％

[機関誌の発行]

年１回以上

関係課

上下水道課

●水道事業会計については、平成 30年度に策定

した経営戦略に基づき、経営状況の検証を実施

し、健全な事業運営に努めます。また、下水道

事業会計については、現状課題や施設整備など

について検討を行い、経営戦略を含む下水道ビ

ジョンを策定し、継続的に健全な事業運営を行

います。

○水道事業の適正な運営の推進

・水道事業会計については、令和４・５年度に上下水道事業経営審議

会に諮り、水道事業ビジョン及び経営戦略を見直します。

○下水道事業の適正な運営の推進

・下水道事業会計については、中長期的な施設整備や収支計画などに

ついて検討し、令和３年度までに下水道ビジョン・経営戦略を策定し

ます。

上下水道課

下水道ビジョン・経営戦略策定

事業運営の継続

上下水道事業経営審議会の開催

経営戦略の事後検証

水道事業ビジョン及び経営戦略の見直し

水道事業ビジョン・経営戦略の事後検証

料金改定協議 料金改定

下水道事業ビジョン・経営戦略の事後検証

実行

広報活動の実施
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（２）新たな時代に対応した組織の構築と施策の推進

行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

① 組織機構の活性化

●多様化する行政課題に効果的・効率的に対応

するため、組織機構の見直しを行うことにより、

まちづくりの推進や環境政策の取組など、時代

に適応した組織体制を構築します。

○効果的・効率的な組織機構の確立

・多様化する行政課題に適切に対応するため、機構改革の不断の見直

しを行います。特に、町が進めるプロジェクト事業を見据え、令和３

年度に機構の見直しについて検討します。

・町の主要施策を進める上で、時代に適応した組織体制を構築するた

めにも、組織機構の活性化を図ります。

総務課

企画財政課

●最高幹部会である部長会議及び部課長会議を

活用することにより、町の重要課題に対応しま

す。また、横断的課題については、組織の壁を

越えた柔軟な組織（プロジェクトチームなど）

による課題解決を図ります。

○横断的な行政課題への対応

・部長会議においては、各部課の重点課題を議題とし、その課題内容

を庁内全体で共有するとともに、横断的課題についても部課を超えた

プロジェクトチームなどでの協議・検討を行います。

総務課

② 公共施設の管理運営の合理化

●公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に

基づき、公共施設やインフラについて、財政状

況や人口規模に応じた最適化を図るとともに、

効率的な管理運営を目指します。また、適宜、

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の見

直しを行います。

○公共施設等総合管理計画などによる効率的な管理運営

・公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、公共施設やイ

ンフラについて、効率的な管理運営を目指す上でも、令和３年度に公

共施設等総合管理計画の見直しを図るとともに、個別施設計画につい

ても、必要に応じて適宜見直しを行います。

関係課

企画財政課

プロジェクト事業を見据えた

機構改革の見直し

部長会議などにおける課題検討

公共施設等総合管理計画の見直し

効率的な管理運営

不断の見直しの検討

検証
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

③ 定員管理、給与等の適正化

●多様化する行政課題への対応を図るため、計

画的・重点的な職員配置を行い、国で法制化さ

れた定年の延長も考慮しながら、職員定数の適

正化に努めます。

○職員定数の適正化の推進

・各課の職員定数について、事務量などのヒアリングを実施する中で、

定年延長を考慮した上で、適正な配置に努めます。

総務課

●会計年度任用職員については、業務の性質等

を精査することで専門性を生かした効率的な配

置に努めます。

○会計年度任用職員の効率的な配置

・各課の会計年度任用職員については、専門性を生かした効率的な配

置に努めるとともに、業務の性質等を適宜精査します。

総務課

●特別職等の報酬については、社会経済情勢が

大きく変化する中で、情勢や近隣市町の状況を

考慮し、特別職報酬等審議会に諮問して、適正

化に努めます。

○特別職等の報酬の適正化の推進

・特別職報酬等審議会を開催し、適正化を進めます（令和４年度、令

和７年度）。

総務課

●職員給与については、国の制度及び近隣市町

の状況を考慮し、適正な給与体系に努めるとと

もに、人事評価制度を適正に運用し、職員の能

力向上を図ります。

○職員給与と人事評価制度の適正な運用

・国の人事院勧告及び近隣市町村等の給与改定状況等を鑑み、給与体

系の適正化に努めるとともに、人事評価制度の適正な運用により職員

の能力向上を図ります。

総務課

●「with コロナ」を踏まえた働き方を意識し、

業務能率の向上を図り、時間外勤務の抑制に努

めます。

○ワーク・ライフ・バランスの推進

・業務能率の向上を図り、時間外勤務の抑制に努めるため、「with コ

ロナ」を踏まえた職員の働き方を意識し、ワーク・ライフ・バランス

に配慮した啓発を行います。

総務課

配置適正化

効率的配置

審議会実施

給与の適正化

人事評価制度の運用

ワーク・ライフ・バランス啓発実施

審議会実施
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

④ 人材育成の推進

●新たな人材育成実施計画を策定し、職員一人

ひとりの職務能力の向上や意識改革等に取り組

み、次代を担う若手職員の人材育成を図ってい

きます。

○人材育成実施計画の推進

・新たな人材育成実施計画の策定を進めるとともに、研修委員会にお

ける実施状況等の検証を行います。

総務課

●職員研修については、職員研修委員会での協

議をもとに内容を精査し、職員が受研しやすい

環境を整え、研修計画に基づき、計画的な職員

研修を実施します。

○計画的な職員研修の実施

・「with コロナ」を踏まえ、受研しやすい環境を構築するとともに、

研修計画に基づき効果的に職員研修を行います。

総務課

●多様化した行政課題に効果的・効率的に対応

できるよう、自己啓発研修を積極的に勧奨し、

キャリア形成を行うとともに、資格取得の支援

を図ります。

○職員の資格取得支援の実施

・自己啓発研修の積極的な参加を促進するとともに、必要に応じて自

己啓発補助金の見直し検討を行います。

総務課

●ワーク・ライフ・バランスについて配慮しな

がら、誰もが働きがいのある職場環境づくりに

努めるため、職員への周知や意識付けを図ると

ともに、全ての職員の活躍を推進し、男女共同

参画社会を推進します。

○特定事業主行動計画の推進

・令和２年度に計画内容を見直した第３次特定事業主行動計画の目標

達成に向けて、職員への意識付け・周知を推進します。

・職員へのワーク・ライフ・バランスに配慮した啓発を実施します。

（再掲）

・[男性職員の配偶者出産休暇取

得率]100％（３日間取得 100％）

・[育児休業取得率}

女性職員 100％、男性職員 30％

・[職員の年間時間外勤務時間数

上限]360 時間

・ [月間時間外勤務時間数上

限]45 時間

・[職員の年次有給休暇]

５日以上取得率 100％

10 日以上取得率 50％

総務課

⑤ 広域行政の推進

●消防業務の広域化の推進に向け、京都府策定

の「消防体制の整備推進計画」に基づき、引き

続き京都府や関係市町村との協議及び検討を進

めます。

○消防業務の広域化の推進

・京都府策定の「消防体制の整備推進計画」に基づき、京都市・南部

地域の消防指令センターの共同運用について、令和４年度から基本調

査等を行い、広域応援体制の強化等、引き続き京都府・関係市町村と

協議及び検討します。

消防本部

●平成 30 年度に広域化となった国民健康保険

については、京都府とも連携する中で、引き続

き国民健康保険財政の健全化を図ります。

○国民健康保険財政の健全化の推進

・京都府とも連携する中で、財政健全化を図るため、引き続き国民健

康保険の保険税率に関する審議を行います。

国保健康課

実施計画実行・検証

職員研修実施

資格取得支援

行動計画の推進

広域化に向けた検討

人材育成実施計画の策定

財政健全化の推進

指令センター

共同運用協議
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

⑥ デジタル化などによる手続の効率化の推進

●「with コロナ」を見据えた上で、業務効率化

や住民サービスを考慮して、ＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）やＩＣＴなどのデジ

タル化やマイナンバーカードの普及促進、押印

の省略化を推進します。

○デジタル化の推進

＜新規＞

・国が示している「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」や

「自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進計画」に基

づき、ＩＣＴ、ＤＸ、テレワークなどのデジタル化の取組を推進する

とともに、職員の業務効率化の意識を図るため、業務量調査などの取

組を行うなど、業務改革について検討します。

・各種行政手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを

利用したオンライン手続が可能となるよう検討、導入を進めます。

・基幹系業務システムについて、国が策定する標準仕様に準拠したシ

ステムに移行するため、京都府自治体情報化推進協議会と連携し、次

期システム（ベンダ）の選定や移行計画等の検討を進めます。

・検討結果に基づき、次期システムへの移行を行うとともに、申請様

式等の見直しを行います。

○マイナンバーカードの普及促進

＜新規＞

・マイナンバーカードの利用は、情報化社会に対応した業務効率化・

利便性向上の原動力となることから、その普及促進のための周知・啓

発に努めます。

○押印の省略化の推進

＜新規＞

・「with コロナ」を見据え、行政手続における押印の見直しを図るた

め、押印見直し基準に基づき、住民、事業者などからの申請などの手

続の見直しを行うとともに、内部における手続においても検討しま

す。

[受付可能な行政手続き]

令和７年度:30 手続

企画財政課

住民課

⑦ 環境政策の推進

●地球温暖化の防止と環境負荷の低減を図り、

限られた資源の有効活用を行うため、廃棄物に

おける分別回収やゴミ削減に向けた取組を推

進するとともに、新たに久御山町地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）を策定し、町全体で

温室効果ガス削減対策やカーボンマネジメン

トなど、新たな環境政策を推進する方策を定め

ます。

さらに、「環境基本条例」や「環境基本計画」

を策定し、住民や事業者と協働してＳＤＧｓの

理念に基づく環境負荷の少ないまちづくりを

推進します。

○新たな環境政策の推進

＜新規＞

・地球温暖化防止に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、

町、事業者、住民の多様な主体が各々の役割に応じて温室効果ガス削

減に向けた対策に取り組むとともに、脱炭素社会の構築に向けた本町

のカーボンマネジメント体制の整備を図り、実効性を高めるため、「久

御山町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定します。

○環境負荷の少ないまちづくりの推進

＜新規＞

・町、事業者、住民が協働して良好な環境の保全に取り組み、ＳＤＧ

ｓの理念に基づく環境負荷の少ないまちづくりを推進するため、「環

境基本条例」を制定します。

・環境の保全に関する長期的な目標及び個別の分野の施策の大綱など

を示す環境行政のマスタープランとして「環境基本計画」を策定しま

す。

産業・環境政策課

デジタル化の検討

（ＩＣＴ・ＤＸ・

テレワークなど）、業

務改革における検討

推進

外部手続におけ

る押印見直し

行政手続オン

ライン化の検

討・導入

オンライン申請の受付

次期システム（ベンダ）の検討・導入

申請様式の見直し

普及促進のための周知・啓発

計画策定 取組推進

条例制定

計画策定 取組推進

内部手続における押

印見直し検討

テレワーク

試行実施



9

（３）住民サービスの最適化と協働の促進

行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

① 住民サービスの満足度と利便性の向上

●住民に信頼される職員を目指し、継続的に接

遇研修を実施することで接遇への意識を高める

とともに、一層の住民サービスの向上を図りま

す。

○職員の接遇能力の向上

・全職員を対象とした接遇研修、主査級までを対象とした接遇実技研

修を引き続き実施します。

・ＯＪＴ研修による新規採用職員への接遇能力等の個別研修を引き続

き実施します。

[実施回数]

毎年度：年１回以上

総務課

●住民に対して行政情報を発信するにあたり、

引き続き広報紙・ホームページの充実を図ると

ともに、電子媒体を活用したインスタグラムや

ＬＩＮＥといったＳＮＳによる情報発信を推進

します。

○広報紙及びホームページによる情報提供の充実

・広報紙については、カラーページでは写真を多く使うなど、見やす

く興味が得られる紙面づくりに努めるとともに、ホームページについ

ては、スマートフォンの普及に合わせスマートフォンでも見やすい構

成や町をイメージした画面づくり及び多言語化対応することを目的

に令和３年度中にリニューアルし、住民の方が十分に情報を得られる

よう、各種内容の充実に努めます。

○ＳＮＳ・町公式ＬＩＮＥによる情報発信の推進

＜新規＞

・スマートフォンやタブレットにより情報取得する人及び外国籍の人

が増えていることから、簡潔でより旬な情報を提供するよう努めると

ともに、より広い年齢層や外国籍の方に関心を持ってもらえるよう工

夫します。

[ホームページアクセス数]

令和７年度:500 万件

[LINE 登録者数]

令和７年度:1,000 人

[インスタグラム登録者数]

令和７年度:1,000 人

総務課

●情報公開制度や行政手続制度について、適正

に事務を行い、行政の公平性の確保と透明性の

向上を図ります。

○情報公開制度の適切な運用

・情報公開については、近年の個人情報保護法の改正と併せ、事務手

引きの見直しを行い、適切な運用に努めます。

○行政手続制度の適切な運用

・行政手続制度システムを活用し、窓口の各種手続において職員に適

正な手続きが行うことができるよう周知・啓発に努めます。

企画財政課

接遇研修等の実施

適切な運用

事務手引きの見直し

広報紙・ホームページの

内容充実

適切な運用

ホームペ

ージのリ

ニューア

ル

町公式 Ｌ

ＩＮＥ の

運用開始

ＳＮＳ・町公式ＬＩＮＥに

よる旬な情報発信
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

② 住民との協働の推進

●住民ニーズの的確な把握に努めるため、パブ

リックコメントをはじめ町政モニター制度や住

民アンケートの広聴活動を引き続き実施しま

す。また、住民からの意見をできる限り公表す

るとともに、今後とも住民参画を促進していき

ます。

○町政モニターの活用

・様々な住民ニーズを迅速に把握するため、町政モニターによるアン

ケート調査を毎年実施するとともに、住民からの意見の公表に努めま

す。

○パブリックコメントの実施

・各種分野の行政計画等については、策定過程において公正さの確保

や透明性の向上を図るため、町政への住民参画を促進するようパブリ

ックコメントを実施します。

[実施回数]

毎年度：３回

総務課

●住民討議会や、町長と住民との意見交換の場

を引き続き設けるとともに、オンラインリモー

ト懇談会などの新たな手法や住民へのさらなる

周知により、これまで以上に住民からの意見聴

取や住民提案の機会を作ることで、住民の主体

的なまちづくりへの参加を促進します。

○町長の部屋の実施

・町長室を広く地域住民の皆さんに開放し、町長自らが住民の皆さん

とまちづくりに関する意見交換を行います。また、住民の皆さんへの

さらなる周知を行うとともに、令和３年度からオンラインリモートに

よる新たな手法も取り入れながら、より多くの方に参加いただけるよ

う取り組みます。

○出前講座の実施

・住民や各種団体に職員を講師として派遣し、町の事業を説明するこ

とで、住民等が町政に関する理解を深める機会とします。

○住民討議会の実施

・住民参加・協働のために、住民が積極的に行政とともにまちづくり

を進める協働意識を醸成し、担い手の掘り起こしを図るため、住民討

議会を実施します。

[実施回数]

毎年度：３回

[実施回数]

毎年度：１回

総務課

アンケート調査の実施

パブリックコメントの実施

出前講座の実施

町長の部屋の実施

住民討議会の実施
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行政改革大綱「３ 行政改革の重点項目」 実行計画 R3 R4 R5 R6 R7 数値目標 課等名

●住民と協働で官民連携を図りながら、まちの

にわ構想、全世代・全員活躍まちづくりセンタ

ーの整備、歩くまち事業、クロスピアくみやま

施設運営などの主要施策をＮＰＯ法人等とも相

互協力する中で進めます。また、「with コロナ」

も見据えながら、あらゆる世代の住民が交流で

きるようなその時代に合った施策を推進し、コ

ミュニティの活性化を進めるとともに、人口減

少や高齢者社会にも対応していきます。

○官民連携を図る上での主要施策の推進

＜新規＞

・「with コロナ」を見据えた上で、あらゆる世代が交流できる地域共

生型のまちづくりを推進するため、住民と協働で官民連携を図りなが

ら主要施策を進めます。

【全世代・全員活躍まちづくりセンターの整備】

・「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想」において、活気あ

ふれる久御山モデルの「地域共生社会」を実現するため、多世代交流

拠点施設として全世代・全員活躍まちづくりセンターを整備し、官民

連携による運営を目指します。

【まちのにわ構想】

・官民連携手法を取り入れ、賑わいを創出する中央公園再整備を行い、

「まちのにわ構想」の具現化を図ります。また、公園利用者からの意

見整理や、サウンディング型市場調査など調査検討を進め、整備基本

計画を作成し事業者公募を行い、再整備を進めていきます。

【歩くまち事業】

・住民の生涯にわたる心身の健康づくりのため、高齢者をはじめ、全

ての住民が安心・安全に歩くことができる環境を整備するとともに、

歩くをテーマにしたイベントなどによる「歩くきっかけづくり」や歩

くことで人と出会い、会話を楽しむことができる仕掛けづくりに取り

組みます。

【クロスピアくみやま施設運営】

・クロスピアくみやまについては、より効果的な利用を目指し、施設

の管理運営について見直しを行います。また、サウンディング型市場

調査等による意見・提案を整理し、指定管理者制度を視野に入れ検討

します。

[歩くまちアプリ登録件数]

令和７年度:3,000 件

建設課

企画財政課

国保健康課

産業・環境政策課

生涯学習応援課

●自治会加入率の低下やコミュニティの希薄化

が進む中、これらの課題解決に向けて大学との

共同研究による取組を進めるなど、外部組織と

連携を図りながら、自治会の活性化を推進しま

す。

○自治会の活性化の推進

＜新規＞

・自治会の活性化に向けた検討材料として、各自治会が抱えている課

題を把握するためにも、大学との共同研究を実施する中で、自治会カ

ルテを作成し類似度分析等を実施します。その上で、これらのツール

を活用し、外部組織との連携を図りながら自治会活性化について検討

します。

企画財政課

大学と

の研究

自治会カル

テの作成、

類似度分析

等の実施

自治会活性化に向

けた検討

事業者

公募

設計 建設・開館 運営

推進本

部会議

設置

住民参

加型協

議会設

置

事業運営の推進

調査・

検討、

基本的

な考え

方の整

理

整備基

本計画

策定

公募要

領作成

事業者

公募

公園再

整備設

計

公園再

整備工

事

調査・

検討

方針に基づく

効果的な利活用

社会実験の実

施・管理運営方

針整理


